












学校給食における対応フローチャート 　（「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」P.41を一部改訂）

教育委員会の役割

食物アレルギー対応に学校給食の実施者として主体的に取り組み、基本的な対応方針を示す。

各学校における対応状況や食物アレルギー対応委員会の決定内容等を把握し、必要に応じて環境の整備や指導をする。

学校（単独調理場）の対応の流れ

①

記入者

1 保護者

記入者

1 保護者

2 医療機関

3 保護者

4 保護者

※保護者への食物アレルギー調査及び各書式提出依頼の際は、所定の依頼文を添付すること。

※原本は学校で保管。

※学校給食での対応がない児童生徒（生卵のみ等）は、宿泊活動等で対応の必要があればそのつど

　生活管理指導表等の提出を保護者に求める。

パターンＡ
(新小学1年生)

パターンＢ
(新中学1年生)

パターンＣ
(進級時)

パターンＤ
(新規発症・診
断及び転入時)

↓
②

↓
③ 面談調書

の作成
面談の結果を受けて、面談調書を作成する。

↓
④ 対応実施

の決定

↓
⑤ 「食物アレルギー対応委員会」を開催し、対応方法の検討・決定をする。（主治医や専門医等と連携する）

↓
⑥ 校長は決定した対応内容を、食物アレルギー対応一覧表等により、全教職員へ周知徹底する。

保護者へ対応内容を通知し、必要に応じて具体的な内容の調整を行なう。

↓
⑦ 学校給食における食物アレルギー対応を開始する。なお、生卵のみ等、学校給食での対応がなく、

宿泊活動等において対応の必要が生じた場合には、そのつど生活管理指導表等の提出を保護者に求める。

↓
⑧ 定期的に対応の評価と見直しを行なう。

栄養教諭・学校栄養職員は食物アレルギーに関する個別指導を行なう。

最終調整と
情報の共有

評価・見直
し・個別指導

個別面談
書類（書式２～５）が提出された対象者に、保護者との個別面談を実施する。

　《個別面談者》　保護者、校長もしくは副校長、栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任

校長が対応実施の決定

対応委員会の
設置と開催

《対応委員会構成者》　　校長、栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任、給食担当教諭等、

　調理業務受託事業者　（可能であれば教育委員会担当者、主治医・専門医等）

申
請
時
期

１０月からの就学時健診や１月からの入学説明会で、各小学校で事前調査書の配布・
回収を行い、対応の希望を確認の上、希望者へ申請書等を配布する。

１月に小学6年生を対象に学務課から区立小学校を通じて事前調査書を配布。各中学校
は入学説明会で回収を行い、対応の希望を確認の上、希望者へ申請書等を配布する。

３学期に新年度へ向けた対応について事前調査書の配布・回収を行い、対応の希望を
確認の上、希望者へ申請書等を配布する。

新規に発症した場合、もしくは転入時に対応する。

対応の開始

対応申請
の確認

書　式　名

（書式１）食物アレルギー対応事前調査書

書　式　名

（書式２）食物アレルギー対応 申請書（新規・継続・追加・解除）

（書式３）学校生活管理指導表

（書式４）アドレナリン自己注射薬（エピペン®）・点鼻液（ネフィー®）使用依頼書

（書式５）食物アレルギー緊急時対応カード

食物アレルギー対応を希望する児童生徒の保護者提出書類

全児童生徒の保護者提出書類





食物アレルギー緊急時の対応 
 
アレルギー 

症状がある 

(食物の関与が 

疑われる) 

原因食物を 

食べた 

(可能性を含む) 

原因食物に 

触れた 

(可能性を含む) 

 

第 1発見者が行うこと 
① 児童・生徒から目を離さない（本人をその場で仰

向けに寝かせ足を上げる。絶対に動かさない。） 

② 管理職と養護教諭に連絡する 

③ 助けを呼び、人を集める 

④ エピペン®と内服薬を持ってくるよう指示する 

⑤ 時刻と症状の記録をとる（裏面参照） 

⑥ 管理職到着後、症状の報告をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ 緊急性の判断と対応Ｂ-２参照 ＊ 

① ただちにエピペン®を使用する  Ｃ エピペン®の使い方 ＊ 

※エピペン使用の基本は、自己接種であるが、 

場合によっては第３者が接種することもある 

② 救急車を要請する(１１９番通報)  Ｄ 救急要請ポイント ＊ 

③ その場で救急隊を待ち、症状の観察と記録をとる 

④ 可能なら内服薬を飲ませる 

 

 

 

心肺蘇生を行なう 

 Ｅ 心肺蘇生とＡＥＤの準備 ＊ 

 

緊急性が高いアレルギー症状はあるか？ 

原則として管理職が 

症状発生から５分以内に判断する 

※裏面、アレルギー症状★印の１３項目が１つでも当てはまる場合 

 Ｂ 緊急性の判断と対応Ｂ-１参照 ＊ 
内服薬を飲ませる 

 

保健室または、安静にでき

る場所へ移動する 

 

５分ごとに症状を観察し、

症状チェックシートに従い

判断する 

緊急性の高いアレルギー症

状の出現には特に注意する 

Ｆ 症状チェックシート＊ 

エピペン®を使用し 10～15

分後に症状の改善が見られ

ない場合、次のエピペン®を

使用する 

Ｃ エピペン®の使い方＊ 
 

エピペン®が２本以上ある場合 

養護教諭の対応 
・「緊急時対応カード(個人用)」「聴診器・血

圧計」を持って現場に急行する 

・症状を把握する 

ある 

ない 

反応がなく 

呼吸がない 

反応がなく 

呼吸がない 

Ａ 施設内での役割分担＊ 

他の教員の対応 
※複数人で同時に対応すること 

・エピペン®と内服薬を持ってくる 

・救急隊への連絡・誘導 

・保護者への連絡 

・ＡＥＤの準備 

・他の児童生徒への対応 

「＊」都｢食物アレルギー緊急時対応マニュアル｣ 

参照 

※ネフィー®所持の場合は、エピペン®をネフィー®と読みかえること 



 

★印の症状が 1つでも出たら、すぐエピペン®・ネフィー®を使用する。 

・の症状の場合は、内服薬を飲ませ、エピペン®・ネフィー®を準備する。症状の改善が見られなければ医療機関

を受診する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレルギー症状 

全身の症状 

★意識がない 

★意識もうろう 

★ぐったり 

★尿や便を漏らす 

★脈が触れにくい 

★唇や爪が青白い 

呼吸器の症状 

★声がかすれる 

★犬が吠えるような咳 

★のどや胸が締め付けられる 

★息がしにくい 

★ゼーゼー、ヒューヒュー 

★持続する強い咳き込み 

・咳 

消化器の症状 

★持続する強い(がまんできない)腹痛 

・腹痛 

★繰り返し吐き続ける 

・吐き気、嘔吐 

・下痢 

顔面・目・口・鼻の症状 

・顔面の腫れ 

・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ 

・くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

・口の中の違和感、唇の腫れ 

皮膚の症状 

・かゆみ 

・じんま疹 

・赤くなる 


